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第１０回 安来市農業委員会議事録 

 

令和３年４月２１日 午後２時００分 第１０回安来市農業委員会会議を安来市伯太庁舎会議室に招集する。 

 

１．出席委員 

    １番 横山 芳明君   ２番 足立 仁行君   ３番 永塚 知芳君   ４番 北中 宏一君 

５番 木戸 芳己君   ６番 杉原  建君   ７番 武上 隆雄君   ８番 仲佐 久子君 

９番 北川 正幸君  １０番 安松  智君  １１番 新田 里恵君  １２番 塩見 秀雄君 

１３番 板金  悟君  １４番 渡邊 克実君  １５番 佐々木 吉茂君 １６番 岡田 一夫君 

１７番 吉村  正君  １８番 齋藤  哲君  １９番 渡辺 和則君 

 

２．欠席委員  なし  

 

３．出席事務局 

實重 昌宏君  名原  猛君  原 美穂子君 

 

４．議事案件 

日程第 １  議事録署名委員の指名 

日程第 ２  会期の決定 令和３年４月２１日  １日 

日程第 ３  議第３７号 農地法第２条の規定による非農地証明願について 

日程第 ４  議第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ５  議第３９号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ６  報第４７号 農用地利用配分計画の認可の公告について 

日程第 ７  報第４８号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程第 ８  報第４９号 農地法第１８条の規定による通知について 

日程第 ９ 報第５０号 公共事業に伴う農地転用の届出について 

日程第 １０ 報第５１号 公共事業に伴う農地一時転用の届出について 

日程第 １１ 報第５２号 土地改良区からの地目変更届出の通知について 

日程第 １２ 議第４０号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）につ

いて 

日程第 １３ 議第４１号 令和３年度安来市農業委員会の活動計画（案）について 

 

５． 議事 

事務局：實重 昌宏君 

定刻になりましたので、只今から第１０回農業委員会を始めさせていただきたいと思います。初めに、会

長の了承を得ましたので、４月の人事異動によりまして、係長が交代いたしましたことをご報告させていた

だきます。前任の堀江係長につきましては、秘書広報課秘書係長に就任し、その後任として、名原係長が着

任いたしました。委員の皆様の格別のご高配を賜りますようお願いいたします。 

それでは会を進めてまいりたいと存じます。本日お手元に配布しております資料は、日程及び申請総括表

であります。ご確認をお願いします。委員会の開会にあたりまして、岡田会長のあいさつをお願いいたしま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   【あいさつ】 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の会議について、事務局から報告願います。 
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事務局：實重 昌宏君 

本日の会議ですが、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に基づき、定足数に達しておりますので第

１０回安来市農業委員会会議を開催いたします。  

 

議 長：岡田 一夫君 

欠席委員はどなたですか？ 

 

事務局：實重 昌宏君 

ありません。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１ 議事録署名委員の指名を議題といたします。議事録署名委員は、委員会会議規則第１３条によ

り ３番 永塚委員、４番 北中委員 を指名いたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第２ 会期の決定 を議題とします。お諮りいたします。今会議は本日１日としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 

【異議なしの声多数】 

 

議 長：岡田 一夫君 

ご異議なしと認めます。よって会議は本日１日と決定いたしました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第３ 議第３７号 農地法第２条の規定による非農地証明願について を議題とします。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり非農地証明願の提出がありましたので審議を

求めるものです。３ページに案件の内容、４ページから６ページに申請位置の地図をつけておりますのでご

覧ください。今月の非農地証明願は、３件です。案件の詳細につきましては、後ほど現地調査班から報告し

ていただきます。１番は、昭和４０年頃に、それまで行っていた葉たばこ栽培をやめた後、耕作に必要な水

が確保できず、農地の位置、形状から他の農地との一体活用もできないことから耕作を行ってきませんでし

た。また、申請者も昭和５６年に贈与により所有権を取得しましたが、県外におり管理することができず現

在に至りました。非農地証明事務取扱基準の（３）やむを得ない事情によって長期間耕作放棄した土地のう

ち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地 人力又は農業用機械では耕起、

整地ができない土地 であって、農業用利用を図るための条件整備 基盤整備事業の実施、企業参入のため

の条件整備等 が計画されていない土地のうち、その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するた

めの物理的な条件整備が著しく困難な場合に該当する土地であると考えます。２番は、耕作に必要な水も確

保できず、日当たりも悪い上に農業機械が入らないこと、申請者の世帯において労力が不足し、昭和４０年

ごろから耕作をしなくなり現在に至ったものです。これは、非農地証明事務取扱基準の（３）に該当する土

地であると考えます。３番は、山中の畑で農業用機械が入らない耕作不便な農地であり、現在の所有者の祖

母が昭和２３年に死去したあとは、世帯員全員が市内に不在となりました。その後、親せきや周辺住民によ

り保全管理されてきましたが、平成１０年ごろから高齢化などから管理も困難になり現在に至ったものです。

非農地証明事務取扱基準の（３）に該当する土地であると考えます。以上です。 
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議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について ７番 武上委員 

お願いします。 

 

７番 武上 隆雄君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

２番の案件について １５番 佐々木委員 お願いします。 

 

１５番 佐々木 吉茂君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

３番の案件について １０番 安松委員 お願いします。 

 

１０番 安松  智君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、現地調査報告を２班８番 仲佐委員 お願いします。 

 

８番 仲佐 久子君 

８番 仲佐でございます。今月の調査班は２班が担当です。４月２０日火曜日、午後１時３５分から伯太

庁舎２０１会議室において、武上班長、永塚委員、塩見委員、渡邊克実委員、渡辺和則委員と仲佐の６名と、

事務局から實重局長、名原係長から概要説明を受け、現地へ出向き調査を行いましたので、ご報告いたしま

す。１番案件について説明いたします。現地では地元委員の武上委員から説明を受けました。申請地は１筆

で、申請理由については事務局と武上委員から説明がなされたとおり、道幅が狭く、急な坂があり、農地の

位置、形状から長年放置された土地で、耕作できない状態でした。現在の状況は、杉、竹などが生い茂り、

山林となっております。現場の状況から調査班といたしましては、許可妥当と判断いたしましたので、委員

の皆様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。続きまして２番案件について説明いたします。現地で

は地元委員の佐々木委員から説明を受けました。現地に行くための道路はない上に、相当の高さがある場所

で、下から見上げる形での調査となりました。申請地は５ページの位置図をご覧ください。位置図の１９９

９番２と１９９９番３の２筆は隣接しており、申請理由については、事務局と佐々木委員から説明がなされ

たとおり、耕作に必要な水も確保できず、日当たりも悪い上に農業機械が入らないことから、昭和４０年ご

ろから耕作しなくなり、現在に至っている状況です。この辺一帯は杉の木と檜が植林されており、現況写真

を見る限りあまり人の手が加えられていないように見受けられ、密集した状態です。現在は山林となってい

ます。以上の状況から調査班といたしましては、許可妥当と判断いたしましたので、委員の皆様方のご審議

のほどよろしくお願いいたします。続きまして３番案件について説明いたします。現地では地元委員の安松

委員から説明を受けました。申請地は１筆で、申請理由については事務局と安松委員から説明がなされたと

おり、現場は山中の畑で農業用機械が入らない耕作不便な農地で、状況は山林となっています。申請者は現

在、他県在住で、世帯員全員が市内に不在となり、管理も困難になった状態で現在に至っていることにより、

調査班といたしましては許可妥当と判断いたしましたので、委員の皆様方のご審議のほどよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

地元委員から補足がありましたら説明をお願いします。 
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議 長：岡田 一夫君 

ないようですので、１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、２番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、３番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第４ 議第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について を議題とします。議事の前に、２

番の案件について安来市農業委員会会議規則第１０条の議事参与制限により、６番 杉原委員 の退席を求

めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

それでは、議事を進行します。先ず、２番の案件について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

７ページをご覧ください。議第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について このことについて、

別紙のとおり農地法施行規則第１０条の規定により申請書の提出がありましたので審議を求めるものです。

８ページから１０ページに案件を掲載していますので、ご覧ください。今月の農地法第３条の許可申請は、

５件で、すべて所有権移転に関する案件です。現地につきましては、後ほど地元委員から報告していただき

ます。２番は経営拡大による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①小作人の

有無については、小作人は、いません。②全部耕作については、権利取得後に、今回取得する農地を含めて

全ての農地において作物を栽培する計画になっています。③農作業の常時従事については、権利を取得する

者が、取得後において耕作に必要な農作業に常時従事します。④下限面積については、権利を取得する者が、
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取得後において農地の面積の合計が３０ａに達しています。⑤農地の効率的な利用、当該農地を効率的に利

用することができるかについては、通作距離 約１．５ｋｍ圏内 農機具は、コンバイン３台、トラクター

３台、田植機３台、ハンマーモア１台、乗用管理機１台を所有しています。また、田植機１台を導入予定し

ています。労働力はオペレーターほかとなります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。こ

の農地の対価は、１０です。２番案件については以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。２番の案件について １１番 新田委員 

お願いします。 

 

１１番 新田 里恵君 

１１番 新田です。２番案件の説明を行います。申請場所は、折坂町コンビニエンスストアの信号機より

県道布部安来線を吉田方面に１ｋｍ進み左折し、市道を５００ｍ行った左側が、大塚町字古市１３８２番６

から１３９２番３までの１２筆です。同じく右側が大塚町字松實１５５１番１から１５５６番３までの７筆

です。いずれも一括りの農地となっております。譲渡人は地区外に居住しており、申請場所は全て地区の圃

場整備完了地で、農事組合法人に譲渡することにしました。譲受人の農事組合法人は１０１．５ｈａの営農

を行っており、周辺の農地への影響はありません。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。２番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。この際、６番 杉原委員の

退席を解除します。 

 

議 長：岡田 一夫君 

それでは続きまして、１番、３番、４番、５番の案件について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１番は受贈による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①から④までの要件は

満たしています。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約１ｋｍ 農機具は、田植機１台、耕運機１

台を所有しています。労働力は、本人及び家族１名の２名となります。以上の点から許可要件のすべてを満た

しております。この農地の対価は、無償です。３番は受贈による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第

２項の規定に関して、①から④までの要件は満たしています。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約

１ｋｍ 農機具は、田植機１台、コンバイン１台、トラクター１台を所有しています。労働力は本人及び家族

２名の３名となります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、無償です。

４番は経営拡大による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①から④までの要件

は満たしています。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約１ｋｍ 農機具は、田植機１台、コンバ

イン１台、トラクター１台を所有しています。労働力は本人及び家族１名の２名となります。以上の点から許

可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、１０です。５番は耕作便利による所有権移転に関す

る案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①から④までの要件は満たしています。⑤農地の効率的な利

用については、通作距離 約５０ｍ 農機具は、軽トラック１台、管理機１台、草刈り機１台を所有していま

す。その他の農機具が必要な作業は、作業受託で対応するとのことです。労働力は本人及び家族１名の２名と



6 

 

なります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、１０です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について １５番 佐々木委

員 お願いします。 

 

１５番 佐々木 吉茂君 

１５番 佐々木です。番号１について場所説明をいたします。伯太庁舎前の信号交差点にコインランドリ

ーがございます。その南側のところが、５６５番の６の申請地でございます。それからこのコインランドリ

ーの横の道を西の方へ行きますと、小さな交差点といいますか、十字路がございます。そこを右折して１０

０ｍほど安来方面へ行っていただきますと、チューリップでも有名になっておりますが、風車のような格好

をした水道施設がございます。その安来寄りのところが２つ目の申請番号であります６５１番３でございま

す。この案件につきましては、譲受人が譲渡人の土地を長年にわたって耕作しております。そこで譲渡人が

譲受人に話しをされまして、協議がまとまり、無償での譲り渡しという事になりました。譲受人は意欲的に

４，９００㎡ほどの農地を耕作しておりまして、この農地の移動によって周辺の農地に影響を与えることは

ないと考えます。審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

３番と４番の案件について １４番 渡邊委員 お願いします。 

 

１４番 渡邊 克実君 

１４番 渡邊でございます。まず、３番案件の場所でございますが、飯梨川、西中津と東中津を結びます

橋、中津橋がございます。その中津橋より下流へ約１００ｍ、飯梨川西堤防下のところの農地が申請地でご

ざいます。譲受人は１１，７８０㎡の耕作面積で意欲的に営農に取り組んでおられます。また、近くに本人

所有の農地もあり、周辺農地への影響はないものと考えております。委員の皆様のご審議よろしくお願いい

たします。続きまして４番案件の場所ですけども、国道９号線豊島交差点より論田方面へ向かう市道がござ

います。そこを論田方面へ向かっていただいて、約４００ｍ行った地点より左に出来須町集落に向かう市道

がございます。そこを入って突き当りの交差点が出来須町公会堂になります。この公会堂より西へ約５０ｍ

行った場所が今回の申請地でございます。譲受人は４，１２９㎡の耕作面積で意欲的に営農に取り組んでお

られます。周辺農地への影響はないものと考えております。委員の皆様のご審議よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

５番の案件について １３番 板金委員 お願いします。 

 

１３番 板金  悟君 

１３番 板金です。５番案件の場所を説明させていただきます。伯太庁舎前の安来伯太日南線を、日南方

面に約１３ｋｍ行っていただいて、そこの交差点を左折しますと坂原地区に入りますが、その交差点から６

００ｍ進んだところが申請地となります。譲受人は受委託契約によって農業経営を行っており、日頃の農地

の管理については本人、家族で行っております。譲渡人が高齢となり、自宅隣接農地以外の遠方にある申請

地の耕作が不便となり、このままだと荒れて付近に迷惑がかかるのではという心配と、譲受人の農地に隣接

する申請地が荒れると日頃の管理に支障が出るという心配があり、両者の思いから今回の申請に至りました。

周囲に影響を及ぼすことはないと考えます。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 



7 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、３番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、４番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、５番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第５ 議第３９号 農用地利用集積計画の決定について を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１１ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり決定依頼がありましたので農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定により審議を求めるものです。計画要請につきましては、１４ページの農用

地利用集積計画集計表下段の表の「利用集積計画件数、面積」の欄をご覧ください。今月は、賃借権が４０

件、４３，４３２㎡、使用貸借権が１４件、１６，３７４㎡、全体で５４件、総面積が５９,８０６㎡とな

っています。詳細につきましては、農林振興課から説明があります。以上です。 
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農林振興課 奥野 嗣明君 

農林振興課の奥野でございます。私からは議第３９号についてご説明いたします。詳細は１５ページから

になります。今月の利用集積計画ですが、番号１から２０が利用権設定でございます。なお、番号４は借り

手が一般法人であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第６号に該当するものですので、解除条件を

付けた利用権設定となります。また、番号９の借受者は先月の農業委員会会議で中海干拓安来地区農地借入

あっせん申出があり、借受者として適格と判断されたものです。また、番号２１から２３が農地中間管理機

構の推進に関する法律第２条第３項に規定する、農地中間管理事業により農地の中間管理権を設定するもの

です。番号２３の７５２番の農地でございますが、これにつきましては市街化区域の農地になっております。

市街化区域の農地ですが、区域外の農地７５３番と連担しておりまして、一体的に利用する場合は中間管理

事業の対象地域となります。この事につきましては令和元年に改正されまして、令和２年４月１日から施行

された農地中間管理事業の推進に関する法律第２条第３項で規定をされております。いずれも経営面積、従

事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。ご審議のほどよろしくお

願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。それでは質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第６ 報第４７号 農用地利用配分計画の許可の公告について を議題とします。事務局の説明を求

めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１９ページをご覧ください。このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の

規定により公告されたので報告するものです。２０ページから６６ページに農用地利用配分計画の認可の公

告の内容をつけていますのでご覧ください。農地中間管理事業によりしまね農業振興公社に利用権が設定さ

れた農地３６１筆が、このたび、法人に賃借権の設定を受けた旨が公告されました。認可年月日は令和３年

３月１５日、１７日及び２５日となっております。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第７ 報第４８号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

６３ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第２１条の規定による届出

書の提出がありましたので報告するものです。６４ページから６６ページに届出内容を載せていますのでご

覧下さい。今月の届出については、４件で、すべて相続です。以上です。 
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議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第８ 報第４９号 農地法第１８条の規定による通知について を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

６７ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法第１８条第６項の規定による合意解

約通知書の提出がありましたので報告するものです。６８ページに案件を掲載していますので、ご覧くださ

い。今月の農地法第１８条の規定による解約については、２件で、すべて農業経営基盤強化促進法による賃

貸借の解約です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第９ 報第５０号 公共事業に伴う農地転用の届出について を議題とします。事務局の説明を求

めます。 

 

事務局：名原  猛君 

６９ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地転用の例外である農地法施行規則第５

３条第５号による届出書の提出がありましたので報告するものです。７０ページをご覧下さい。今月の届出

は１件で、安来市長 田中武夫、担当部署 政策推進部情報政策課より届出があったものです。事業名は、

国庫補助事業（携帯電話等エリア整備事業）による移動通信用鉄塔の建設及び送電用設備用地です。以上で

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１０ 報第５１号 公共事業に伴う農地一時転用の届出について を議題とします。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

７１ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地の一時転用の届出書の提出がありまし

たので報告するものです。７２ページに届出内容を載せていますのでご覧下さい。今月の公共事業に伴う農

地一時転用に係る届出は１件で、安来市長 田中武夫、担当部署：政策推進部情報政策課より届出があった

ものです。事業名は、報第５０号で報告しました 国庫補助事業（携帯電話等エリア整備事業）による移動

通信用鉄塔の建設に伴う作業用地で、期間は、令和３年３月１９日から令和３年８月３１日までです。終了

後は農地に復元されます。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１１ 報第５２号 土地改良区からの地目変更届出の通知について を議題とします。事務局の
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説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

７３ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり土地改良区からの通知がありましたので

報告するものです。７４ページをご覧下さい。今月の通知は２件で、畑に地目変更です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１２ 議第４０号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、日

程第１３ 議第４１号 令和３年度安来市農業委員会の活動計画（案）について は、一括して議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

７５ページをご覧下さい。このことについて、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）の審議を求めるものです。７６ページから８３ページにかけて審議をしていただく内容を載せていま

す。昨年の記載から大きくことなる点があります。７９ページのⅣ．遊休農地に関する措置に関する評価の

２ 令和２年度の目標及び実績の項目をご覧ください。昨年までは、農業委員会として主体的な遊休農地の

解消が確認できないことから解消実績面積を０ｈａとしてきましたが、昨年の総会で、推進委員の活動評価

を入れないかご質問があり、島根県との協議により、今回から農地利用状況調査の結果、耕作が再開された

遊休農地について、解消面積に計上することになったものです。続いて８４ページをご覧ください。このこ

とについて、令和３年度の安来市農業委員会の活動計画（案）の審議を求めるものです。８５ページから８

７ページにかけて審議をしていただく内容を載せています。説明しました２つの議題は農業委員会等に関す

る法律第３７条の規定により公表することとなっています。ここで議決されますと、５月にホームページで

公表する予定です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

事務局より説明がありました議第４０号、議第４１号について、一括で質疑に入ります。質問のある方は

ご発言をお願いします。 

 

１７番 吉村  正君 

はい。 

議 長：岡田 一夫君 

１７番 吉村委員。 

 

１７番 吉村  正君 

１７番 吉村です。先ほど事務局から去年までの内容と違う点について説明いただきました。その点です

が、令和２年度の実績が推進委員の活動によってという事で、目標が１ｈａに対して３２０％の３．２ｈａ。

この実績を見ますと、令和３年度の目標、８７ページの遊休農地に関する措置の２ですが、ここの解消目標

面積が１となっておりますけども、実績からすると１より目標を上げて推進委員の実績、並びに更なる活動

を期待するような目標が良いのではないかと思います。 

 

事務局：名原  猛君 

今、１ｈａと目標を掲げておりますけども、検討については後ほど会長と相談させていただきたいと思っ

ております。 
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議 長：岡田 一夫君 

只今、意見がございまして、目標の１ｈａは前年度の実績より低いという事で、上げたほうが良いのでは

ないかという事でございますので、事務局並びに執行部での検討を、上げる方向で一任させていただき、ま

た皆さんに報告をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 【異議なしの声多数】 

 

議 長：岡田 一夫君 

   他にはございませんか。 

 

１０番 安松  智君 

   はい。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   １０番 安松委員。 

 

１０番 安松  智君 

１０番 安松でございます。２年度の実績と３年度の計画について、いずれも 1ページの農業の概要の中

で認定農業者数と基本構想水準到達者数が、それぞれ同じになっています。２年は１０７、３年は９７です

か。ここの認定農業者数と基本構想到達者数というのは、おそらく中身が違うと思いますので再点検をして

いただきたいと思っております。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   これも再点検をさせていただくという事で、ご了解をよろしくお願いします。他にはございませんか。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。議第４０号について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求

めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、議第４１号について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の議案の審議は全て終わりました。以上で第１０回安来市農業委員会会議を閉会します。 

 

 

（午後 ３時１５分） 

 

 


